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東日本大震災に伴う地方公共団体発注工事の前金払の特例について 

 

 

拝啓 平素は本会の活動に対しまして格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。 

さて、4月 25 日付全建事発第 16 号「東日本大震災に伴う国発注工事の前金払の特

例について」にて、東日本大震災により被災した地域における国発注工事について、

前金払の割合を請負金額の 10 分の 5 にするなどの特例が設けられたことを通知いた

しました。 

この度、地方自治法施行令及び地方自治法施行規則の一部を改正する省令が 4 月

27 日付で施行され、地方公共団体においても、前金払の割合を 10 分の 5にすること

が可能となり、これを受けて国土交通省より関係都道府県・政令指定都市に適切に運

用するように通知されました。 

つきましては、当会宛てに別添の通知がありましたのでお知らせいたします。 
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